
地域活動における「新しい生活様式」導入指針 第 1版 

令和 2年 7月 荒尾市くらしいきいき課 

１．はじめに 

(1)策定目的・位置付け 

 この指針は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するとともに、社会経

済活動の両立を目指す「新しい生活様式」について、国及び県の基準等を参考にし

ながら、地域活動に適用する際の要点や留意事項を取りまとめたものです。 

地区協議会や元気づくり委員会など地域活動団体の皆様におかれましては、地

域活動の実施を検討する際の判断の参考としてご活用ください。 

 なお、この指針は、令和２年 6 月末時点の国公表資料等に基づき作成しておりま

すが、今後、新たな基準等が公表された場合は、随時、改定を行う予定です。 

新型コロナウイルス感染症によって、これまでの地域活動で築かれてきた人と人

のつながりに大きな影響が生じていますが、新しい生活様式の導入など創意工夫

を通じて、安心・安全な形で地域活動を行っていただきますようお願いいたします。 

 

(2)「新しい生活様式」とは 

 令和 2年 5月 4日に国の専門家会議による「新型コロナウイルス感染症対策の

状況分析・提言」において、感染拡大を予防する新しい生活様式として、主に、以下

の実践例などが示されました。地域活動を実施する際は、これらの予防策を講じて

いく必要があります。 

 １．一人ひとりの基本的感染対策 

   感染防止の３つの基本：①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い 

 ２．日常生活を営む上での基本的生活様式 

   「3密」の回避（密集、密接、密閉）、こまめな換気、体温測定・健康チェックなど 

 ３．日常生活の各場面別の生活様式 

   買い物、公共交通機関利用、食事、娯楽・スポーツなど各場面の具体例 

 ４．働き方の新しいスタイル（テレワークなど） 
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２．地域活動における新しい生活様式の導入に向けて 

（１）基本的な流れ 

 地域活動の主な種類としては、会議・会合や、環境美化・植栽活動、スポーツ、防

犯パトロール、ウォーキング、レクリエーション、お祭りなど様々なものがあり、参加

者数も、数十名程度から数百人程度と活動によって大きく異なっています。 

 また、屋内・屋外のいずれかによっても必要な対策は異なりますが、事前準備、当

日の受付、活動中及び活動終了後の対応等は、主に、以下の流れとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①事前準備 

□新型コロナウイルス発生状況の確認（国、県、市の自粛要請は出されているか？） 

□活動運営スタッフの連絡先確認（感染者が発生した場合に連絡可能か？） 

□会場における感染対策確認（3密は回避可能か？消毒・検温等は準備可能か？） 

 

②当日の受付 

□参加者・運営スタッフのマスク着用・健康状態確認（発熱等の症状は無いか？） 

□参加者の連絡先確認（感染者が発生した場合に連絡可能か？） 

□新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の導入確認（スマホ所有者） 

□感染者発生時は保健所の聞き取りに協力すること、運営者や参加者自身が感染

対策を徹底しても感染リスクはあることなどの周知 

自粛要請時や感染対策が困難な 
場合は活動を中止または延期 

体調がすぐれない方や周知事項に 
同意いただけない場合には参加を
控えていただく 

③活動中 

□こまめな手洗いの実施、施設内等に手指消毒設備設置、施設の消毒・清掃の実施 

□（屋内の場合）入口や窓の開放、換気扇を回すなど換気(密閉回避)の実施 

□人と人の距離の確保（1ｍ～2ｍ）、対面・接触を避けるなど密集・密接回避の実施 

□大声による飛沫拡散防止のための BGMや効果音などの抑制実施 

□（食事提供時）大皿での取り分けは避ける 

④活動終了後 

□参加者名簿の一定期間（１か月程度）の保管、期間終了後は名簿破棄 

□感染者発生時は保健所調査への協力を実施 

 



（２）活動の種類ごとの主な留意点 

〇会議・会合関係（定期総会、各種会議、研修など） 

 ・滞在時間の短縮や参加者人数の抑制につとめましょう。 

 ・開催中はマスクを着用し、対面での着席は控えましょう。 

 ・会議等の開催自体が困難な場合は、書面開催（書面決議等）を検討しましょう。 

 

〇環境美化・植栽関係（ゴミ拾い、除草作業、花壇管理など） 

 ・作業中は人と人の間隔を 1メートル程度（できれば 2メートル）空けましょう。 

 ・夏場はこまめな水分補給など、熱中症についても対策をしましょう。 

 ・密接しながらの会話は出来る限り控えましょう。 

 

〇屋外のスポーツ・レクリエーション関係（ウォーキング、グラウンドゴルフ、ペタン

クなど） 

 ・用具の共有を出来る限り避けるとともに、共有する場合は手袋を着用するなど

接触を避けましょう。 

 ・運動中にマスクを外す場合は人と人の間隔を空け、会話は控えましょう。 

 ・人と人が触れる活動や行動（握手等）は控えましょう。 

 ・夏場はこまめな水分補給など、熱中症についても対策をしましょう。 

 

〇屋内のスポーツ・レクリエーション関係（ボウリング、ビーチボールバレー、カラオ

ケ、コンサートなど） 

 ・出演者の発声等を伴う催し物については客席との十分な距離を確保しましょう。 

 ・上記の屋外のスポーツ・レクリエーション関係の留意点も参考にしましょう。 

 

〇お祭り関係（参加者数が数百名程度の地区住民等を対象とした行事） 

 ・会場内の密集を避けるため、人と人の間隔を空けることが難しい場合は入場者

数や滞在時間等の制限を行いましょう。 

 ・飲食場所を設ける場合は、座席数を減らして間隔を空けることや、テーブル・椅

子などの消毒をこまめに行いましょう。 

 ・出店等の行列で密集が起こらないよう、行列は人と人の間隔を空ける、整理券

を配付するなどの対策を行いましょう。 

 

（３）その他の留意点 

 ・国において開発されたスマートフォンを活用した接触確認アプリ(COCOA)は、

感染の拡大防止に寄与するため、導入を検討しましょう。 

  



３．国及び県の基準など 

(１)国におけるイベント開催制限の段階的緩和の目安  

 地域活動などを含むイベント開催制限について、国基本的対処方針にて、以下の

目安が示されています。この内、「地域の行事」については、6 月 19 日以降、特定

の地域からの来場を見込み、人数を管理できるものは可となっています。 

なお、いずれのイベント実施も、3 密を避けるなどの感染防止の徹底が条件です。 

 

 

(２)熊本県リスクレベル 

 熊本県では、県内での新規感染者の発生状況や専門家の意見等を総合的に考慮

し、5 段階のリスクレベルを設定しています。特に、レベル３（警報）以上では、催事

等の自粛要請や、不要不急の外出自粛要請等が対策例として示されていることか

らも、リスクレベルを考慮した、地域活動実施是非の判断が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


